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支出費目

１） 交付金の支出対象とならない経費

番号 項 目 具 体 例

１
農業者の営農活動にか
かる経費

・営農活動に必要なポンプの電気代など農業水利施設の運転
経費

・営農のための人件費、機械経費、資材等の購入費

２
多面的機能の発揮と
関連しない経費

・活動組織の活動と関連しない行事や農業と関連しない祭り
に関する費用

・接待費、慶弔費、酒類・つまみの購入費、慰労を目的とし
た旅費、自治会等の集会所の備品の購入費、神社への玉串
料や奉納品代等

３ 他団体への寄付
・他団体への寄付・助成
・他団体の経常的運営に必要な経費

４
他事業の地元負担への
充当

・他事業による施設整備・補修等の地元負担

５

管理者が決まっている
施設の維持管理に要す
る経費

・国、都道府県又は市町村が管理者となっている道路や河川
の維持管理の経費

※ただし、地域の慣行として施設管理者の了解のもと、農地
や水路等の施設などの地域資源の保全管理と一体的に維持
管理している施設については対象にすることができる場合
があるので、市町村に相談のこと。

６
自ら実施する必要があ
るものに要する経費

・活動組織の設立前に必要な事業計画の策定に係る費用

※ 活動計画に位置づけ、事業計画の認定を受けた活動に係る経費については交付の対象です。

２） その他留意事項

①毎年の持越し金額が多い場合は、事業計画期間を待たずに返還するようにします。

②交付金により取得した物品は多面的支払交付金活動以外には原則使用できません。

③机やテント等の汎用性が高く、多面的の活動以外でも使用の可能性がある物品を購入する　
場合は、市町担当者に相談しましょう。

④数量の多い消耗品や子ども達への参加賞等を配布する際は配布リストを作成します。

⑤お弁当や食材などの支出は控えること。(飲み物については熱中症対策として交付金から　
の支出が認められます。)

⑥事務委託について、委託費の積算根拠、作業に見合う単価設定、諸経費率、委託契約書類、
作業日数等の実績等を整理します。

⑦研修会を計画する場合は市町担当者と相談し、研修の目的、研修した効果、その結果等に　
ついて整理します。(先進地視察研修が、活動目的と合致しない観光的な視察となってい　
ないか。)

⑧研修先の活動組織への手土産や謝礼を交付金から支出することはできません。(交付金の　
流用となるため)

⑨施設の補修・更新を行う場合は、点検・機能診断を行いその結果を点検記録管理表等でま　
とめてから実施しましょう。
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■ 地域資源保全管理構想

（別記１－４様式）

１．地域で保全していく農用地及び施設

（１）農用地

a a a a a

（２）水路、農道、ため池

km km km 箇所

（３）その他の施設

km km 台 ○

２．地域の共同活動で行う保全管理活動

回

（ 、 月）

回

（１） （ 、 月）

農 回

用 （ 、 月）

地

回

（２） （ 、 月）

①

水

路

回

（２） （ 、 月）

②

農

道
施設の適正管理 　農道の路面維持等、必要な取組を実施する。

点検結果に応じて実施
時期を決定

点検結果に応じて実施
時期を決定

路肩、法面の草刈り 　路肩・法面の草刈りを実施する。
毎年

側溝の泥上げ 　点検結果に基づいて、側溝の泥上げを実施する。 毎年 回

施設の適正管理
　ゲート類等の保守管理の徹底等、必要な取組を実施す
る。

毎年 回

施設の適正管理 　鳥獣害防護柵等の適正管理等、必要な取組を実施する。
点検結果に応じて実施
時期を決定

水路の草刈り

水路の泥上げ

　水路及び付帯施設（ポンプ場、調整施設等）やその周辺
部の草刈りを実施する。

　水路及びポンプ吸水槽等の泥上げを実施する。

毎年

毎年

毎年　遊休農地等の発生状況、対象施設における泥の堆積状
況等を点検し、毎年記録管理する。

遊休農地発生防止
のための保全管理

　遊休農地発生防止のための保全管理等を実施する。

点検

0

農業用施設

田 畑 草地
計 遊休農用地

鳥獣害防護柵 防風ネット

実施時期活動項目活動区分

ため池
水路

その他施設

○○地区地域資源保全管理構想

（令和○年○月作成）

認定農用地面積

（集落の管理する農用地）

揚水ポンプ ○○○

開水路 パイプライン
農道

毎年

畦畔・農用地法面・
防風林等の草刈り

　畦畔・農用地法面等の草刈り等を実施する。

あくまでも参考様式です。

詳細な内容については、地域

の状況により検討してください。
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（２） 回

③ （ 、 月）

た

め

池

回

（３） （ 、 月）

そ 回

の （ 、 月）

他 回

（ 、 月）

３．地域の共同活動の実施体制

（１）組織の構成員、意思決定方法

　１）組織の構成員

　別添構成員一覧のとおり

　２）意思決定方法

　別添規約のとおり

（２）構成員の役割分担

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

水路
（パイプライン）

担い手農家

その他
（　　　　　　　　）

担い手農家

それ以外の農家 それ以外の農家

水路
（開水路）

その他 （　　　　　　　　 ） その他 （　　　　　　　　 ）

土地持ち非農家 土地持ち非農家

非農家（一般住民） 非農家（一般住民）

その他 （　子ども会　　） その他 （　子ども会　　）

土地持ち非農家 土地持ち非農家

非農家（一般住民） 非農家（一般住民）

その他 （　子ども会　　） その他 （　子ども会　　）

その他 （　子ども会　　）

その他 （　　　　　　　　 ）

担い手農家

ため池

担い手農家

それ以外の農家 それ以外の農家

その他 （　　　　　　　　 ）

その他 （　子ども会　　）

その他 （　　　　　　　　 ） その他 （　　　　　　　　 ）

農用地 農道

担い手農家

それ以外の農家

土地持ち非農家

非農家（一般住民）

担い手農家

それ以外の農家

土地持ち非農家

非農家（一般住民）

対象施設 構成員 対象施設 構成員

揚水ポンプ 　ポンプ吸水槽の泥上げを実施する。

毎年

毎年

鳥獣害防護柵 　防護柵周辺の下草刈りを実施する。
毎年

防風ネット 　防風ネット周辺の下草刈りを実施する。

ため池の泥上げ 　点検結果に基づいて、泥上げを実施する。 毎年 回

施設の適正管理
　かんがい期前の付帯施設の清掃・除塵等、必要な取組
を実施する。

点検結果に応じて実施
時期を決定

ため池の草刈り 　草刈りを実施する。
毎年
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■ 地域資源保全管理構想

４．地域農業の担い手の育成・確保

（１）担い手農家の育成・確保

□

□

□

② □

③ □

④ □

⑤ □

（２）農地の利用集積

□

□

② □

③ □

④ □

⑤ □

５．適切な保全管理に向けて取り組む活動・方策

（１）組織の体制強化

□

□

□

□

□

□

　個別経営の担い手が
　存在する場合

担い手の効率的な営農のため、活動組織は農地の利用調整と施設
（用排水路、道路）の保全管理に協力する。

① □
　既存集落営農組織
　がある場合

既存集落営農組織に地域の小規模農家、兼業農家全てが参画する。

法人化による経営意識の向上、地域の若者や女性の参画による円滑
な世帯交代の仕組みづくりを行う。

近隣の集落営農組織との連携により組織を強化する。

　集落営農組織も担い手も
　存在する場合

集落営農組織と個別経営の担い手間の農地利用調整や相互作業の
受託により、効率的な営農の展開により地域担い手を強化する。

　集落営農組織も担い手の
　確保も困難な場合

集落外部の担い手に水田基幹作業をまとめて委託し、日常管理作業
を委託集落側が行い、活動組織は、施設（用排水路、道路）の保全管
理に協力する。

① □
　既存集落営農組織
　がある場合

既存集落営農組織に地域の小規模農家、兼業農家全てが利用集積
することで利用調整する。

近隣の集落営農組織との連携により広域で利用調整する。

　個別経営の担い手が
　存在する場合

個別経営の担い手へ農地の利用調整を図る。

　集落営農組織も担い手も
　存在する場合

集落営農組織と個別経営の担い手間の農地利用調整を図る。

　集落営農組織も担い手の
　確保も困難な場合

集落外部の担い手へ農地の利用調整を図る。

（１） □

組
織
体
制
の
強
化
を
図
る
方
策

地域の小規模農家、兼業農家全てが集落営農組織に参画すること
で、地域の農業生産体制を整備強化し、集落営農組織との協力と役割
分担により、集落ぐるみの保全管理の強化を図る。

地域外の農業生産法人や担い手との連携により地域農業生産体制を
整備強化し、集落営農組織、農業生産法人あるいは担い手との協力と
役割分担により保全管理体制の強化を図る。

　個別経営の担い
手が存在する場合 担い手に更なる農地集積・集約を進める地域の農業生産体制を整備

強化し、担い手との協力・役割分担により保全管理を図る。

近隣集落の集落営農組織との連携により地域の農業生産体制を整備
強化し、集落営農組織との協力と役割分担により、保全管理体制を図
る。

近隣集落の集落営農組織との連携により地域の農業生産体制を整備
強化し、併せて活動組織も近隣集落と連携することで集落営農組織と
の協力と役割分担により、保全管理体制を図る。

　既存集落営農
　組織がある場合

担い手との協力・役割分担により保全管理を図る。

詳細な内容については、地域の状況により検討してください。

詳細な内容については、地域の状況により検討してください。



■ 地域資源保全管理構想
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□

□

□

□

□

□

□ □

（２）農地や施設の保全

□ □

□ □

□ □

（３）情報発信、新たな参画

□

□

□

（４）地域の景観・環境の維持、田園風景百選の保全、活用

□

□

□

（５）生態系の維持保全、活用

□

□

□

活動組織の広域化に伴い、NPO法人化する。
□

□

「人・農地プラン」を策定し、今後の地域の中心となる担い手との協力・
役割分担により保全管理を図る。

地域外の農業生産法人や担い手へ農地集積を図り、地域外の経営体
との協力・役割分担により保全管理の強化を図る。

　集落営農組織も
　担い手の確保も

困難な場合

広域組織化の検討を行う。

組
織
体
制
の
強
化
を
図
る
方
策

　集落営農組織
　も担い手も
　存在する場合

農地中間管理事業を活用し、農地の集約を進め地域の農業生産体制
を整備強化し、集落営農組織、担い手との協力と役割分担により保全
管理体制の強化を図る。

地域の小規模農家、兼業農家全てが集落営農組織を設立することで、
地域の農業生産体制を整備強化し、集落営農組織との協力と役割分
担により、集落ぐるみの保全管理体制の強化を図る。

（２）

農地周辺部の林地等の整備保全を別事業により実施し、地域環境の
保全に併せ獣害対策の一環とすることで、農用地及び施設の保全を
図る

広域組織化や
NPO法人化

農地周辺部の活動拡大

遊休農地の有効利用 遊休農地での栽培 作物名

（３）

（４）

（５）

（１）

地域の景観・環境を維持し、地域の魅力として情報発信することで、地域外の人々の関心を高め、これまで
参加されていない人々の参画を促し、保全管理活動の継続や強化を図る。

田園風景百選地域の景観・環境を維持し、地域の魅力として情報発信することで、地域外の人々の関心を
高め、これまで参加されていない人々の参画を促し、保全管理活動の継続や強化を図る。

生き物調査等の活動を通して、地域の魅力として情報発信することで、地域外の人々の関心を高め、学校
等と連携し、保全管理活動の継続や強化を図る。

生態系保全の活動を通して、地域の魅力として情報発信することで、地域外の人々の関心を高め、これま
で参加されていない人々の参画を促し、保全管理活動の継続や強化を図る。

活動組織のHPを活用し、取組内容の紹介や地域の魅力を発信することで、外部の活動参画者を募集し、
保全管理活動の継続や強化を図る。

地域内の一般住民に対して、保全管理活動が地域を守る活動であることを広報紙やHPで発信することで、
これまで活動に参加されていない人々の参加を促し、保全管理活動の継続や強化を図る。
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■ 地域資源保全管理構想

（６）その他

□

□

□

□

□

□

□

都市住民との交流

農産物ブランド化

田んぼダム

その他

畦畔除去による区画拡大により、農用地の条件を向上することで担い手の農地集積を進め、地域の農業
生産体制を整備強化し、集落ぐるみで保全管理体制の強化を図る。

（６）

企業との連携
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施設を適正に維持し、能力を発揮させるため、点検機能診断に基づき施設保全を行い

ましょう。また、点検機能診断の結果は記録管理しましょう。

■ 活動における注意事項

活動における注意事項等Ⅷ

【参考】施設ごとの主な点検・診断項目表

施 設 点検 機能診断

農用地 □ 遊休農地等の発生状況
の把握

□ 農用地法面： 浸食や水みちが見られないか
□ 畦畔： 崩れたり、低くなってないか
□ 鳥獣害防止柵、防風ネット等の施設の破損はないか
□ 暗渠施設の出口は、詰まっていないか

開水路
(ゲート含む)

□ 泥の堆積状況
（ゴミの投棄状況含む）

□ 水路側壁のはらみがないか
□ 目地が劣化していないか
□ 表面に骨材露出がないか
□ 不同沈下を起こしていないか
□ 側壁背面に空洞が生じていないか
□ 施設の破損・異常等はないか
□ 藻類が水路に付着していないか

パイプライン □ ポンプ吸水槽等の泥の
堆積状況

（ゴミの投棄状況含む）

□ 給水栓ボックス： 洗掘されて基礎部がむき出しに
なっていないか

□ ファームポンド等： 調整施設に損傷がないか

ため池 □ 泥の堆積状況
（ゴミの投棄状況含む）
□ 管理道路の状況

□ コンクリート： 構造物の表面が傷んでいないか
□ 遮水シート： 破れていないか
□ コンクリート構造物の目地：

張りブロックの目地が傷んでいないか
□ 貯水面： アオコの発生や水草の繁茂はないか
□ その他施設： 取水施設の破損はないか
□ 堤体法面： 水面と接する部分が侵食されていないか
□ 給水栓ボックス：

洗掘されて基礎部がむき出しになっていないか
□ ファームポンド等： 調整施設に損傷がないか

農 道 □ 路面の凸凹状況
□ 側溝の泥の堆積状況
（ゴミの投棄状況含む）

□ 路肩・法面： 崩れや亀裂、侵食はないか
□ 路面： ひび割れや穴、窪みはないか
□ 側溝本体： ひび割れや穴、窪みがないか
□ 側溝目地： ひび割れや欠け、劣化は無いか
□ 側溝裏込め： 空洞や穴は生じていないか

（１） 点検、機能診断の取りまとめ
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■ 活動における注意事項

【参考様式】点検、機能診断、異常気象時の対応の際の結果取りまとめ
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■ 活動における注意事項

【参考様式】点検、機能診断、異常気象時の対応の際の結果取りまとめ
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施設を適正に維持し、能力を発揮させるため、点検機能診断に基づき施設保全を行い

ましょう。また、点検機能診断の結果は記録管理しましょう。

■ 活動における注意事項

活動における注意事項等Ⅷ

【参考】施設ごとの主な点検・診断項目表

施 設 点検 機能診断

農用地 □ 遊休農地等の発生状況
の把握

□ 農用地法面： 浸食や水みちが見られないか
□ 畦畔： 崩れたり、低くなってないか
□ 鳥獣害防止柵、防風ネット等の施設の破損はないか
□ 暗渠施設の出口は、詰まっていないか

開水路
(ゲート含む)

□ 泥の堆積状況
（ゴミの投棄状況含む）

□ 水路側壁のはらみがないか
□ 目地が劣化していないか
□ 表面に骨材露出がないか
□ 不同沈下を起こしていないか
□ 側壁背面に空洞が生じていないか
□ 施設の破損・異常等はないか
□ 藻類が水路に付着していないか

パイプライン □ ポンプ吸水槽等の泥の
堆積状況

（ゴミの投棄状況含む）

□ 給水栓ボックス： 洗掘されて基礎部がむき出しに
なっていないか

□ ファームポンド等： 調整施設に損傷がないか

ため池 □ 泥の堆積状況
（ゴミの投棄状況含む）
□ 管理道路の状況

□ コンクリート： 構造物の表面が傷んでいないか
□ 遮水シート： 破れていないか
□ コンクリート構造物の目地：

張りブロックの目地が傷んでいないか
□ 貯水面： アオコの発生や水草の繁茂はないか
□ その他施設： 取水施設の破損はないか
□ 堤体法面： 水面と接する部分が侵食されていないか
□ 給水栓ボックス：

洗掘されて基礎部がむき出しになっていないか
□ ファームポンド等： 調整施設に損傷がないか

農 道 □ 路面の凸凹状況
□ 側溝の泥の堆積状況
（ゴミの投棄状況含む）

□ 路肩・法面： 崩れや亀裂、侵食はないか
□ 路面： ひび割れや穴、窪みはないか
□ 側溝本体： ひび割れや穴、窪みがないか
□ 側溝目地： ひび割れや欠け、劣化は無いか
□ 側溝裏込め： 空洞や穴は生じていないか

（１） 点検、機能診断の取りまとめ
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■ 活動における注意事項

① 日当の支払について

・日当支出の基準（活動内容）や役員報酬の単価や根拠について整理し、毎年総会で諮りましょう。

・日当を支払う際には日当支払簿を整理し受領日、サイン又は印鑑を記載しましょう。

・団体の代表者等に一括で日当を支払った場合には、各個人に日当が支払われているか確認で

きる資料を整理しましょう。

【参考様式】活動出面表

【参考様式】活動受領書

（２） 金銭に係る注意事項

○○

○○

○○

手書きにて記入します。

74

■ 活動における注意事項

【参考様式】点検、機能診断、異常気象時の対応の際の結果取りまとめ
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１） 領収書

領収書番号 No.1

※上記のように購入数量や単価が記載されていない場合は

“購入内訳：ジュース500ml×12本×@108円”

のように領収書または領収書を貼り付けた台紙に書きとめておきましょう。

立替払い金額・・・・・・・・・￥1,296円

受領日8月11日 氏名 栃木 太郎

立替え払いの場合は記載

印鑑又はサイン

栃
木

② 領収書・レシートの整理方法例

領収書として必要なのは「領収した」という文言、「目的となる金額」、「領収した日」、「領収した人
の住所・氏名または社名」がはっきりと明記された文書です。

■ 活動における注意事項

活動組織名は記入されていますか？ 金銭出納簿の日付欄

購入品名が記入されていますか？

購入内訳 ： ジュース500ml×12本×@108円

うち消費税　96円

印

￥1,296－
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施設を適正に維持し、能力を発揮させるため、点検機能診断に基づき施設保全を行い

ましょう。また、点検機能診断の結果は記録管理しましょう。

■ 活動における注意事項

活動における注意事項等Ⅷ

【参考】施設ごとの主な点検・診断項目表

施 設 点検 機能診断

農用地 □ 遊休農地等の発生状況
の把握

□ 農用地法面： 浸食や水みちが見られないか
□ 畦畔： 崩れたり、低くなってないか
□ 鳥獣害防止柵、防風ネット等の施設の破損はないか
□ 暗渠施設の出口は、詰まっていないか

開水路
(ゲート含む)

□ 泥の堆積状況
（ゴミの投棄状況含む）

□ 水路側壁のはらみがないか
□ 目地が劣化していないか
□ 表面に骨材露出がないか
□ 不同沈下を起こしていないか
□ 側壁背面に空洞が生じていないか
□ 施設の破損・異常等はないか
□ 藻類が水路に付着していないか

パイプライン □ ポンプ吸水槽等の泥の
堆積状況

（ゴミの投棄状況含む）

□ 給水栓ボックス： 洗掘されて基礎部がむき出しに
なっていないか

□ ファームポンド等： 調整施設に損傷がないか

ため池 □ 泥の堆積状況
（ゴミの投棄状況含む）
□ 管理道路の状況

□ コンクリート： 構造物の表面が傷んでいないか
□ 遮水シート： 破れていないか
□ コンクリート構造物の目地：

張りブロックの目地が傷んでいないか
□ 貯水面： アオコの発生や水草の繁茂はないか
□ その他施設： 取水施設の破損はないか
□ 堤体法面： 水面と接する部分が侵食されていないか
□ 給水栓ボックス：

洗掘されて基礎部がむき出しになっていないか
□ ファームポンド等： 調整施設に損傷がないか

農 道 □ 路面の凸凹状況
□ 側溝の泥の堆積状況
（ゴミの投棄状況含む）

□ 路肩・法面： 崩れや亀裂、侵食はないか
□ 路面： ひび割れや穴、窪みはないか
□ 側溝本体： ひび割れや穴、窪みがないか
□ 側溝目地： ひび割れや欠け、劣化は無いか
□ 側溝裏込め： 空洞や穴は生じていないか

（１） 点検、機能診断の取りまとめ
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領収書番号 No.2

レシート原本 コピー

金銭出納簿の日付欄

○○環境保全会○○環境保全会

組織名を記載

立替払い金額・・・・・・・・・￥1,068円

受領日8月11日 氏名 栃木 太郎

立替え払いの場合は記載

栃
木

印鑑又はサイン

・ 領収書（レシート）は交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して５年

間保管する必要があり、感熱紙の領収書（レシート）は時間の経過と共に消えた

り、不鮮明になる場合があるので、必ずコピーを取って保管してください。

２） レシート

■ 活動における注意事項

74

■ 活動における注意事項

【参考様式】点検、機能診断、異常気象時の対応の際の結果取りまとめ
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【お問い合わせ先】
栃木県 農政部 農村振興課 （電話）028-623-2338
栃木県農地水多面的機能保全推進協議会 （電話）028-660-5702

○関連情報はホームページでも詳しくご覧いただけます

◆ 栃木県 農政部 農村振興課
http://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/index.html

◆ 栃木県農地水多面的機能保全推進協議会
http://www.tcgnouchimizu.net/

◆ 農林水産省 多面的機能支払交付金について
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

令和４年８月

～多面的機能支払交付金は
農林水産省の補助事業です～
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